
対日直接投資推進会議の今後の取組方針 
 

平成 26年４月 25日 
 

１．国内の制度改革等に向けた司令塔機能としての取組 
 
① 「対日直接投資に関する有識者懇談会」報告書における制度改

革等の提言を踏まえ、関係会議（経済財政諮問会議、産業競争力
会議、規制改革会議、国家戦略特区諮問会議等）や関係大臣に検
討を依頼し、その検討状況を適切にフォローアップすることによ
り、必要な制度改革等の実現を図る。 

 
② ①に加え、今後とも、外国企業経営者等が来日する機会等を捉
えて直接意見を聴取するなどにより、外国企業のニーズを把握し、
必要な制度改革実現に向け関係会議や関係大臣の取組を促す。 

 
③ 関係府省や関係機関における対日直接投資の推進に係る事務・

事業等に関する情報を集約・把握し、必要な調整を行うことによ
り、政府全体としての取組を推進する。 

 
２．対日投資案件の発掘・誘致活動における司令塔機能としての取組 

 
① 在外公館やジェトロ海外事務所が海外で行う対日直接投資案件
の発掘・誘致活動についての情報を集約・把握し、司令塔機能と
して同活動を推進する。 

 
② 総理や閣僚のトップセールスに関する情報を集約・把握し、そ
の活動を支援するとともに、外資系企業の誘致に積極的な地方自
治体と連携し、効果的な対日直接投資案件の発掘・誘致活動を推
進する。 

 
③ 外国企業等に対する対日直接投資促進のための効果的な情報発
信のあり方について検討を行い、情報発信の強化を図る。 

 
３．その他 
 
 ① その他対日直接投資の推進に関する重要事項について検討し、必

要な取組を推進する。 
 
 
＊上記の取組について、実務的な検討を深めるため、資料４のとおり
「タスクフォース」を設置する。 

資料３ 


